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   参考資料の配付について 

 

 このことについて，農業経営基盤強化促進法が改正され，市町村は，

農地の利用の効率化を図るため，地域農業の将来計画を定める「地域計

画」を令和７年３月３１日までに策定することが義務化されたところで

す。 

つきましては，地域計画（案）をとりまとめましたので，下記のと

おり資料配付させていただきますので，よろしくお願いいたします。  

 

記  

 

配付資料  

 ・函館市地域計画（農業経営基盤強化促進計画）概要  

 ・函館市地域計画（案）  

 ・目標地図（案）  

 

 

（農林水産部農務課 電話２１－３５８８）  



函館市地域計画（農業経営基盤強化促進計画） 概要

① 高齢化や人口減少に伴う農業者の減少や遊休農地（耕作放棄地を含む）の拡大が進むことが懸念される中，

農業経営基盤強化促進法が改正（R5.4.1）され，

農地の利用の効率化を図るため，農地を集積・集約するための地域農業の将来計画を定める ことを目的に，

「地域計画」を策定することが義務化された。

（次の世代の農業者（新規就農含む）の農地利用の促進のために，集積・集約を進める取組）

（「地域計画」は，改正法の施行日から２年を経過する日（R7.3.31）までに策定）

★ 耕作されない農地は，農業生産の減少をはじめ，景観の悪化や雑草が生い茂ることによる病害虫の発生，

廃棄物の不法投棄を誘因するなど農業の停滞につながることが懸念される。

② 令和７年度以降，国の各種補助事業は地域計画と連携

→ 計画が策定されていない地域は，連携する補助事業は活用できなくなる

（Ｒ６補正・Ｒ７当初予算で関連付けられている事業は８１事業）

1 地域計画について

① 策定年月日 令和７年３月３１日

② 目標年度 令和１６年度（令和１７年３月３０日）

③ 対象エリア ・ 農業振興地域内の， 農用地区域内の農地 ＋ 市街化が進んでいない区域の農地

・ その他，組み込む必要のある農地

（国の事業を活用している等，計画への位置付けが事業要件となっている農地）

２ 計画の内容

・ 農業の将来の在り方

・ 農用地の効率的かつ総合的な利用に

関する目標

・ １０年後の農地利用の姿を地図に表示

◎ 農地一筆ごとに将来の耕作者を設定

◎ 出し手と受け手の意向を反映

地域農業のあり方等 目標地図

① 農地の集積 → 農地の売買・賃借により、利用する農地面積（耕作地）を拡大すること

◎ 集積率 ＝ × １００ （％）

◎ 担い手が耕作する農地の割合が高くなると，集積率が高くなる

② 農地の集約 → 農地の分散を解消すること（＝団地化）

◎ 農地の集約化を進めると・・・

・ 団地化された農地で，作業が効率化できる

（農地間を移動する必要がない，各作業をまとめて１度に行うことができる）

・ 団地化され面積が大きくなると，大型機械やＡＩ機器を活用しやすくなる

（一定程度の面積が必要なこともあり，集約されていないと活用しにくい）

４ 農地の集積・集約

担い手の農地面積

農地面積

① 集積率が低い

※ 函館市：38.13％（函館市地域計画）

北海道：91.8％（北海道における農地集積・集約化をめぐる情勢（R6.9月北海道農政部））

② １つ１つの農地が狭小（市街化が進んでいるほか，中山間地域にも農地が所在する）

→ 大型機械やＡＩ機器の活用になじまない

※ １経営体あたりの経営耕地面積（2020年農林業センサス）

函館市：約7ha，北海道：約29ha

（農林業センサスにおける経営体：経営農地面積が30ａ以上などの要件で統計）

③ 農業者が耕作する農地が分散している傾向にあり，集約化できていない

→ 作業のために農地間を移動しなければならず，作業効率が悪い

（個人農業者の農地は特に分散傾向が強い）

★ 函館市は，道内の他自治体と地域の特徴も異なり，農地の集積・集約を進めることは困難だが，

将来にわたって農業を持続させるため，農地の集積・集約は函館市においても特に重要な取り組み

５ 函館市の農地・農業の特徴

担い手とは・・・

・認定農業者

・認定新規就農者

・集落営農

・市の基本構想水準到達者

資料

函館市，関係機関（市農業委員会，北海道（渡島総合振興局），農業協同組合，土地改良区，農地バンク

（農地中間管理機構）），および地域農業者

★ 計画の策定にあたっては，関係機関および農業者を含めた地域協議において協議を重ね，

市農業委員会が目標地図の素案を作成し，函館市へ提出

・ R6.1～3 農業者に対する意向調査

・ R6.2～11 関係機関協議２回，地域協議５回

・ R6.12 農業委員会総会において目標地図の素案決定，市へ提出

３ 計画の策定体制

地域計画は５年に１度は意向調査を伴う大きな見直しを要するほか，
目標地図に位置付けられる農業者の変更等，随時の見直しを実施しながら進捗を管理

1

計 1,717ha



・ ２月１７日 政策会議

・ 下旬 政策会議後，関係機関へ意見聴取

経済建設常任委員会へ地域計画（案）を資料配付

・ ３月 上旬 地域計画（案）の縦覧（２週間）

・ ３１日 計画策定，公告，経済建設常任委員会へ地域計画を資料配付

函館市地域計画（農業経営基盤強化促進計画） 概要

６ 今後のスケジュール 参考：集積・集約イメージ

資料

■ 集積のイメージ

A B B B

C F C C

F F B B

F A A A

A B B B

C D E 遊休
農地

F F G E

F 遊休
農地

遊休
農地 A

現状 将来

売買・賃借により・・・

農業者Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆがそれぞれ利用する面積を拡大！

（農業者D・E・Gは離農等により売買・賃借）

■ 集約のイメージ

A A B B

A A D B

D D D C

C C C C

A B B C

A C D 遊休
農地

D D A C

C 遊休
農地

遊休
農地 A

現状 将来

交換等により・・・

分散していた農地が農業者ごとに団地化！

作業効率がＵＰ◎

農業者Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆの

いずれかが「担い手」だと、

集積率も向上！

◎ 遊休農地や将来の耕作者が決まっていない土地（1,717ha－1,468ha＝249ha）を，

担い手を中心に積極的に集積

→ 窓口相談，地域協議（随時開催），農業協同組合からの情報提供などにより，

希望する受け手を見つける（市農業委員会によるマッチング）

◎ 国の事業等を活用し，遊休農地の解消を進める

◎ 農地バンクが作成する「農用地利用集積等促進計画」により農地を売買・賃借することで，

地域計画における目標地図の達成を目指す

※ これまでは，市町村の「農用地利用集積計画」や農業委員会の「農地法第３条許可」で

相対での売買・賃借を行ってきたが，以下のとおり農地バンクを通じた売買・賃借となる

出し手（譲渡人，貸主）ー 農地バンク ー 受け手（譲受人，借主）

７ 地域計画の策定後

２


































